
記者発表資料
平 成 １ ７ 年 ９ 月 ９ 日
内閣府政策統括官（防災担当）付
参事官（災害復旧・復興担当）

平成 年９月の台風第１４号災害に係る17
被災者生活再建支援法の適用について

１．平成１７年９月６日に宮崎県で発生した台風第１４号災害について、宮崎県から住宅に多数の
被害が生じ被災者生活再建支援法の定める自然災害に該当するとの報告があった。

２．今後、以下の区域において、住宅が全壊した世帯及び大規模半壊した世帯については、法に定
める要件に合致する場合に、その申請により被災者生活再建支援制度が適用され、住家が全壊し
た世帯には最高３００万円、住家が大規模半壊した世帯には最高１００万円の支援金が支給され
る。

該当市町村 支援法 支 援 法 住宅被害（世帯）
適用日 適用基準 全 壊 半 壊 床上浸水

【宮崎 】県
東郷町（とうごうちょう） 第１条第１号 ３ １５５
北方町（きたかたちょう） 第１条第１号 ２ ２０２
国富町（くにとみちょう） 第１条第１号 １６０

1,150高岡町（たかおかちょう） 第１条第１号 ３ ３
1,514宮崎市（みやざきし） 第１条第１号 ８

椎葉村（しいばそん） ９月６日 第１条第２号 １５ １３ １１
諸塚村（もろつかそん） 第１条第１号 １５ ３４ １３
延岡市（のべおかし） 第１条第１号 ５７８
日之影町（ひのかげちょう） 第１条第１号 ３５ １７ ５８
西都市（さいとし） 第１条第１号 ４０４
高城町（たかじょうちょう） 第１条第１号 ９４
西郷村（さいごうそん） 第１条第１号 １ １６ ２２
北川町（きたがわちょう） 第１条第１号 １ ５４
注１ 全壊、半壊、床上浸水の数値は現状での県からの報告による。同数値は、今後の調査によ

って変動することがある。
注２ 支援法適用基準とは被災者生活再建支援法施行令を示す。

＜参考＞
１．支援金支給の仕組み（法第 条）18

被災者生活再建支援金は、相互扶助の観点より都道府県からの拠出により造成された「被災者
」 、 。生活再建支援基金 から全額を支給するが その１／２について国が補助することとされている

２．対象となる自然災害（施行令第１条）
今回の適用は、被災者生活再建支援法施行令第１条第１号及び第２号による。
（解説）
第１号 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号に該当する被害が発生した市町村に

おける自然災害に該当する。
第２号 １０世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害に該当する。

問い合わせ先
内閣府政策統括官（防災担当）付
参事官（災害復旧・復興担当）

菊地、浦川
５２５３－２１１１（内線５１６０２）TEL
３５０１－５１９１（直通）
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平 成 １ ７ 年 ９ 月 ９ 日
内閣府政策統括官（防災担当）付
参事官（災害復旧・復興担当）

平成 年９月の台風第１４号災害に係る17
被災者生活再建支援法の適用について

１．平成１７年９月４日に鹿児島県で発生した台風第１４号災害について、鹿児島県から住宅に多

数の被害が生じ被災者生活再建支援法の定める自然災害に該当するとの報告があった。
２．今後、以下の区域において、住宅が全壊した世帯及び大規模半壊した世帯については、法に定
める要件に合致する場合に、その申請により被災者生活再建支援制度が適用され、住家が全壊し

た世帯には最高３００万円、住家が大規模半壊した世帯には最高１００万円の支援金が支給され
る。

該当市町村 支援法 支 援 法 住宅被害（世帯）

適用日 適用基準 全 壊 半 壊 床上浸水
【鹿児島 】県
垂水市（たるみずし） ９月４日 第１条第２号 １９ ９ ４４

注１ 全壊、半壊、床上浸水の数値は現状での県からの報告による。同数値は、今後の調査によ
って変動することがある。

注２ 支援法適用基準とは被災者生活再建支援法施行令を示す。

＜参考＞
１．支援金支給の仕組み（法第 条）18

被災者生活再建支援金は、相互扶助の観点より都道府県からの拠出により造成された「被災者

」 、 。生活再建支援基金 から全額を支給するが その１／２について国が補助することとされている

２．対象となる自然災害（施行令第１条）
今回の適用は、被災者生活再建支援法施行令第１条第２号による。

（解説）
第２号 １０世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害に該当する。

問い合わせ先

内閣府政策統括官（防災担当）付
参事官（災害復旧・復興担当）

菊地、浦川
５２５３－２１１１（内線５１６０２）TEL
３５０１－５１９１（直通）
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平 成 １ ７ 年 ９ 月 ９ 日
内閣府政策統括官（防災担当）付
参事官（災害復旧・復興担当）

平成 年９月の台風第１４号災害に係る17
被災者生活再建支援法の適用について

１．平成１７年９月６日に高知県で発生した台風第１４号災害について、高知県から住宅に多数の

被害が生じ被災者生活再建支援法の定める自然災害に該当するとの報告があった。
２．今後、以下の区域において、住宅が全壊した世帯及び大規模半壊した世帯については、法に定
める要件に合致する場合に、その申請により被災者生活再建支援制度が適用され、住家が全壊し

た世帯には最高３００万円、住家が大規模半壊した世帯には最高１００万円の支援金が支給され
る。

該当市町村 支援法 支 援 法 住宅被害（世帯）

適用日 適用基準 全 壊 半 壊 床上浸水
【高知 】県
四万十市（しまんとし） ９月６日 第１条第１号 ２ ２７８

注１ 全壊、半壊、床上浸水の数値は現状での県からの報告による。同数値は、今後の調査によ
って変動することがある。

注２ 支援法適用基準とは被災者生活再建支援法施行令を示す。

＜参考＞
１．支援金支給の仕組み（法第 条）18

被災者生活再建支援金は、相互扶助の観点より都道府県からの拠出により造成された「被災者

」 、 。生活再建支援基金 から全額を支給するが その１／２について国が補助することとされている

２．対象となる自然災害（施行令第１条）
今回の適用は、被災者生活再建支援法施行令第１条第１号による。

（解説）
第１号 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号に該当する被害が発生した市町村に

おける自然災害に該当する。

問い合わせ先

内閣府政策統括官（防災担当）付
参事官（災害復旧・復興担当）

菊地、浦川
５２５３－２１１１（内線５１６０２）TEL
３５０１－５１９１（直通）
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平 成 １ ７ 年 ９ 月 ９ 日
内閣府政策統括官（防災担当）付
参事官（災害復旧・復興担当）

平成 年９月の台風第１４号災害に係る17
被災者生活再建支援法の適用について

１．平成１７年９月６日に山口県で発生した台風第１４号災害について、山口県から住宅に多数の

被害が生じ被災者生活再建支援法の定める自然災害に該当するとの報告があった。
２．今後、以下の区域において、住宅が全壊した世帯及び大規模半壊した世帯については、法に定
める要件に合致する場合に、その申請により被災者生活再建支援制度が適用され、住家が全壊し

た世帯には最高３００万円、住家が大規模半壊した世帯には最高１００万円の支援金が支給され
る。

該当市町村 支援法 支 援 法 住宅被害（世帯）

適用日 適用基準 全 壊 半 壊 床上浸水
【山口 】県
美川町（みかわちょう） ９月６日 第１条第１号 １７２

岩国市（いわくにし） 第１条第１号 ２ ７５４
注１ 全壊、半壊、床上浸水の数値は現状での県からの報告による。同数値は、今後の調査によ

って変動することがある。
注２ 支援法適用基準とは被災者生活再建支援法施行令を示す。

＜参考＞
１．支援金支給の仕組み（法第 条）18

被災者生活再建支援金は、相互扶助の観点より都道府県からの拠出により造成された「被災者
」 、 。生活再建支援基金 から全額を支給するが その１／２について国が補助することとされている

２．対象となる自然災害（施行令第１条）

今回の適用は、被災者生活再建支援法施行令第１条第１号による。
（解説）
第１号 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号に該当する被害が発生した市町村に

おける自然災害に該当する。

問い合わせ先

内閣府政策統括官（防災担当）付
参事官（災害復旧・復興担当）

菊地、浦川

５２５３－２１１１（内線５１６０２）TEL
３５０１－５１９１（直通）


